
１．車両系建設機械の定期自主検査指針の「6．1．6（1）a ブーム」の「②打こん及び局部的なへこみ並びに

　　溶接部のき裂及び損傷の有無を調べる。」の項及び「6．1．9 及び 6． 1 .10（3）a ビーム、ビームボックス

　　及びフロート」の「②き裂及び変形の有無を調べる。」 の項中、「き裂が疑わしい場合」として、「製造されて

　　4 年以上経過した場合及び応力 がかかる部材が溶接等で補修された場合」が含まれること。

２．車両系建設機械の定期自主検査指針の「6．1．6（1）a ブーム」の「②打こん及び局部 的なへこみ並びに

　　溶接部のき裂及び損傷の有無を調べる。」の項及び「6．1．9 及び 6． 1.10（3）a ビーム、ビームボックス

　　及びフロート」の「②き裂及び変形の有無を調べる。」 の項の「探傷器等で調べる。」の方法としては、

　　ブーム内面の溶接箇所等浸透探傷法 による検査が困難な箇所については超音波探傷器等で調べることが適当

　　であること

 以下 略（全文は建荷協のＨＰ参照）

コンクリートポンプ車特定自主検査の
超音波探傷（ＵＴ）検査について

　コンクリートポンプ車のブーム折損等による労働災害の多発に伴って、平成 20 年 7 月 23 日付
けで厚生労働省より都道府県労働局労働基準部長あてに通達（基安安第 0723006 号「コンクリー
トポンプ車による労働災害の防止について」）が発せられ、これにより、原則として製造されて 4
年以上経過した場合及び応力のかかる部材が溶接等で補修された場合のコンクリートポンプ車の
特自検においては、ブーム等の特定の場所について超音波探傷検査（以下「ＵＴ検査」という。）

を行う事が適当であるとされました。
　このようなことから特定自主検査で
ＵＴ検査を行う場合に用いる特定自主
検査詳細記録表（以下「詳細記録表」
という。）を新たに作成しました。
　尚、Ⅰ．ＵＴ検査の概略、Ⅱ．通達
の抜粋及び、Ⅲ．Ｑ＆Ａを以下に掲載
します。
これからも働く人の安全を守る特定自
主検査の実施をよろしくお願いします。

１．対象車両

　　製造されて 4 年以上経過した車両

　　応力 がかかる部材が溶接等で補修された車両

２．超音波探傷検査の点検箇所

　　超音波探傷検査は詳細記録表の『ＵＴ』で指示

　　された箇所を検査する。

　　ＵＴ検査を行わない部分は詳細記録表の図示

Ⅰ．ＵＴ検査の概略

Ⅱ．通達からの抜粋

　　された部分を含むブーム全体を目視、浸透探傷器により検査する。

３．詳細記録表と記入方法の入手先

　　詳細記録表と記入方法は建荷協のホームページ（http://www.sacl.or.jp/）に掲載しています。

　　それぞれをプリントして使用する。

特定自主検査詳細記録表の一例



Ⅲ．コンクリートポンプ（ＣＰ）車の超音波探傷（ＵＴ）検査に関するＱ＆Ａ

（Ｃ）2010（社）建設荷役車両安全技術協会

※１　ＣＩＷ検査業協会ホームページ　ＵＲＬ　　http://www.ciw.gr.jp/index.htm
※２　日本非破壊検査協会ホームページ　ＵＲＬ　http://www.jsndi.jp/


